
令和８年度大阪府多頭飼育対策事業における 

コンサルティング及び訪問カウンセリング業務に係る 

参加意思確認申請書の提出を求める公示 

 

公示の趣旨 

動物の飼育者が自身の管理能力を超えた多数の動物を飼育し、適切な飼育管理ができないこ

とにより、動物の状態や周辺環境の不全のみならず、飼育者の生活状況に影響が生じている場合

には、動物福祉の観点だけでなく、飼育者やその同居家族等に対する福祉の観点からも行政の

介入が必要になります。 

 

このような状態の改善には、動物の飼育頭数低減が不可欠ですが、飼育者が動物に執着する

場合や家庭環境、経済的困窮により引取り手数料等を負担できないなどの事情により対策が進ま

ない場合も多くみられます。このことから、本事業では不妊去勢手術により動物の繁殖を防ぎ、事

態のさらなる深刻化を抑止しつつ、関係機関と連携して飼養者の抱える様々な課題を解消してい

くことにより最終的に頭数低減と生活環境改善につなげることを目的としています。 

 

対策を進めるにあたり、多くの場合、飼育者は動物への極めて強い執着等心理面での課題

を抱えており、頭数削減を指導する行政機関との間で円滑な関係を構築することが非常に

困難となります。 

このため、飼育者に対し専門家による心理的サポートを行い、かつ実施機関に対し飼育者

への適切な対応に関するコンサルティングを行うことで、円滑な関係構築と早期の問題解

決を目指します。 

 

小島公認心理師（以下、「特定者」という。）は、多くの団体・企業様での研修・講演・契

約もあり、引き籠りなど多頭飼育に陥る飼い主が抱える可能性のある様々なトラブルを扱

ってきたこの分野のスペシャリストであるとともに、令和５年度から令和７年度まで本事

業において訪問による飼主に対するカウンセリング、実施機関に対するコンサルティング

ともに十分な実績を有しています。 

 

以上のことから、特定者を契約の相手方とする契約手続きを行う予定ですが、特定者以外

に応募要件を満たしたうえで本業務の実施を希望する者の参加意思の有無について、下記

のとおり公募により確認します。応募要件を満たすと認められる者がいない場合において

は、特定者との随意契約手続に移行します。応募要件を満たすと認められる者がいる場合に

おいては、特定者と当該応募者による競争手続に移行します。 

 

令和８年３月２７日 

大阪府動物愛護管理センター所長    

  



記 

１ 発注予定業務の内容 

発注年度 令和８年度 

業務名 令和８年度大阪府多頭飼育対策事業におけるコンサルティング及び訪問カウ

ンセリング業務 

発注機関 大阪府動物愛護管理センター 

業務場所 大阪府内 

履行期間 契約の日 から 令和９年 ３月３１日まで 

業務の目的及び概

要 

別添「令和８年度大阪府多頭飼育対策事業におけるコンサルティング 

及び訪問カウンセリング業務」のとおり 

特定者の名称、所在

地 

名称  カウンセリング＆コンサルティング フロンティア 小島 俊久 

所在地 大阪市中央区道修町３－２－５ 道修町ビルディング３階Ｂ号室 

特定者との単価契

約予定価格 

①訪問カウンセリング  金１６,５００円/時間・回 

②コンサルティング   金２２,０００円/時間・回 

ただし、この単価には消費税及び地方消費税を含むものとする。 

 

２ 手続のスケジュール 

説
明
書
等
の
交
付 

交付期

間 

令和８年 ３月２７日（金）午前１０時 から  

令和８年 ４月 ８日（水）午後 ４時 まで 

交付場

所 
大阪府動物愛護管理センター 

交付方

法 
上記の交付場所で交付します。なお、郵送による交付は行いません。 

説
明
書
等
に
対
す
る
質
問
及
び
回
答 

質問受

付期間 

令和８年 ３月２７日（金）午前１０時 から  

令和８年 ４月 ８日（水）午後 ４時 まで 

質問方

法 

質問書(様式自由)により、電子メールや郵送にて受け付けます。 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ dobutsuaigokanri-c@sbox.pref.osaka.lg.jp 

最終回

答日 
令和８年 ４月 １０日（金） 

回答方

法 

動物愛護管理センターホームページに掲載します。 

(https://www.pref.osaka.lg.jp/o120200/doaicenter/doaicenter/kobo.html)  

参
加
意
思
確
認
申

請
書
の
提
出 

提出期

間 

令和８年 ３月３０日（月）午前１０時 から  

令和８年 ４月１３日（月）午後 ４時 まで 

提出場所 大阪府動物愛護管理センター 

提出方法 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法で、提出期間内に必着のこと） 

審

査

結

果
の
通
知 

最終通
知日 

令和８年 ４月２７日（月） 

通知方法 郵送及び電話 



応
募
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
記
載
さ
れ
た
審
査
結

果
の
通
知
に
対
す
る
理
由
請
求 

請求期間 
審査結果の通知を受けた日の翌日 午前１０時 から 

令和８年 ５月 ８日（金）午後 ４時まで 

請求場所 「４．発注機関」に記載する事務所 

請求方法 
持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残る方法で、請求期間内に必着の

こと） 

最終回

答日 
令和８年 ５月２０日（水） 

回答方法 郵送 

応
募
要
件
を
満
た
す
と
記
載
さ
れ

た
審
査
結
果
の
通
知
を
受
け
た
者

及
び
特
定
者
に
よ
る
競
争
手
続 

日時・場所・その他詳細は、審査結果の通知書に記載するものとする。 

申請、請求、交付、質問、回答閲覧の期間中の受付は、午前 10 時から午後４時までとする。ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日並びに平日の午後０時 15 分から午後１時までを除く。 

 

３ 応募要件 

別紙に定めるとおり。 

 

４ 発注機関 

発注機関所在地等 

発注機関 大阪府動物愛護管理センター 

所 在 地 〒583-0862  

羽曳野市尺度 53 番地の 4 

電話番号 072-958-8212 

問合せ先  

E-mail：dobutsuaigokanri-c@sbox.pref.osaka.lg.jp 

 

  



５ 交付書類一覧 

 書類名称 

参加意思確認公募 

手続に係る説明書 

＜参加意思確認公募手続に係る説明書＞ 

・参加意思確認公募手続に関する説明書 

・参加意思確認申請書（様式１） 

・令和８年度大阪府多頭飼育対策事業におけるコンサルティング及び訪問カ

ウンセリング業務概要 

・応募要件 

 

 

６ 提出書類一覧 

書類名称 参加意思確認申請書 

 

 


